
茨木市自治会集会施設等整備事業補助制度 

 手続きについて（補助金交付までの流れ） 

 

 

事前相談 …予算に限りがありますので、予算の範囲内での補助になります。 

            申請が可能かどうか、事前に地域コミュニティ課に相談をお願いします。 

 

 

交付申請 …整備を行う前に、「交付申請書」に次の書類を添えて提出してください。 

 

 

 

 

（１） 当該事業に係る資金計画書 

（２） 当該事業に要する費用の見積明細書の写し 

（３） 図面（位置図、配置図、平面図） 

（４） 当該事業を行う箇所の写真 

（５） 確認済証の写し（建築確認申請が必要な場合） 

（６） 口座振替依頼書  

（７） その他市長が必要と認める書類 

 

現地確認 …職員が整備前の施設状況の確認を行います。 

 

 

 

 

                    

 

交付決定 …申請書類の審査、職員による現地確認の結果、適正と認めた事業につい 

            ては、「交付決定通知書」を送付します。 

 

 

変更申請 …交付決定後、工事内容や事業費等に変更が生じた場合 

                   は、「補助金交付変更承認申請書」を提出してください。 

 

      

整備 …交付決定後、申請どおりの整備等を行ってください。 

 

 

実績報告 …整備完了後、「実績報告書」に次の書類を添えて、提出してください。 

（１） 工事請負契約書（内訳明細書を含む。）の写し 

（２） 当該決定に係る事業の工事箇所の完了写真 

（３） 検査済証の写し（建築確認申請が必要な場合） 

（４） 当該事業に係る収支決算書 

（５） 施工者の請負代金請求書の写し 

（６） その他市長が必要と認める書類 

 

完了確認 

 

…実績報告書どおり整備が行われているか、職員が現地確認を行います。 

 

（裏面あり） 



 

 

 

交付確定 …実績報告の審査、職員による整備後の現地確認の結果、適正と認めた事業 

            については、「補助金確定通知書」を送付します。 

 

交付請求 

 

…「補助金交付請求書」を提出してください。 

 

 

補助金交付 

 

…登録口座に補助金を振り込みます。 

 

 

領収書写しの提出 

 

 

 
 

※書類の提出窓口は、地域コミュニティ課（市役所本館２階 １０－①窓口）です。 

 


